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民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
委
嘱
を
受
け
、
地
域
の
中
で
社

会
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て
活
動

　

市
で
は
、
ご
み
減
量
化
対
策
の

一
環
と
し
て
、
家
庭
か
ら
排
出
さ

れ
る
生
ご
み
や
事
業
所
か
ら
排
出

さ
れ
る
生

ご
み
の
減

量
を
促
進

す
る
た
め
、

生
ご
み
の

自
家
処
理

を
前
提
と

し
た
助
成

金
を
交
付

し
ま
す
。

　
【
対
象
】（
１
）
市
内
在
住
で
、

生
ご
み
減
量
化
処
理
機
器
を
購
入

し
、
市
内
に
設
置
し
て
い
る
方

（
２
）
市
内
に
事
業
所
を
有
し
、
５

㌔
㌘
／
日
以
上
の
処
理
能
力
を
有

す
る
生
ご
み
処
理
機
器
を
購
入
し
、

市
内
に
設
置
す
る
方

　
【
助
成
金
額
】（
１
）
処
理
能
力

が
５
㌔
㌘
／
日
以
下
の
場
合
、　

購
入
金
額
が
①
７
０
０
０
円
ま
で

＝
購
入
金
額
の
半
額
②
７
０
０
０

円
を
超
え
て
１
万
２
０
０
０
円
ま

で
＝
一
律
３
５
０
０
円
③
１
万
２

０
０
０
円
を
超
え
て
６
万
円
ま
で

＝
購
入
金
額
の
３
分
の
１
④
６
万

円
を
超
え
る
も
の
＝
一
律
２
万
円

（
２
）処
理
能
力
が
５
㌔
㌘
／
日
以

上
の
場
合
、
購
入
金
額
の
３
分
の

１
の
額
ま
た
は　

万
円
の
い
ず
れ

３０

か
低
い
方
の
額

　

※
１
０
０
円
未
満
の
端
数
は
切

り
上
げ
。

　
【
申
し
込
み
方
法
】
購
入
を
証

明
す
る
書
類
（
領
収
書
等
）、
印
鑑
、

振
込
先
金
融
機
関
（
郵
便
局
を
除

く
）
の
通
帳
を
持
参
し
て
、
直
接

ご
み
対
策
課
（
八
幡
町
２
ノ　

ノ
１０

　

）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
郵

１０送
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
同
課
業
務
係
�　

・
７３

２
１
１
７
へ
。

 　

市
で
は
、　

年
７
月
１
日
以
降

１６

に
採
用
す
る
職
員
を
下
表
の
通
り

募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】５
月
６
日

（
木
）
〜　

日
（
木
）
の
午
前
８
時

１３

半
〜
午
後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日

は
除
く
）、職
員
課（
市
役
所
４
階
）

で
　
【
願
書
申
し
込
み
受
け
付
け
】５

市

職

員

（

清

掃

作

業

）

月　

日
（
水
）・　

日
（
木
）
の
午

１２

１３

生
ご
み
減
量
化
処
理
機
器

購
入
に
助
成
金
を
交
付

受　　験　　資　　格
募　集
人　員

職　　種

・昭和４９年４月２日以降の生まれで、

高校卒業程度の学力および普通自動

車運転免許（オートマチック車限定免

許は不可）を有する方

若干名清掃作業

　

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
る
「
平
成　

年
度

１６

軽
自
動
車
税
」
の
納
期
限
は
、
５

月　

日
（
月
）
で
す
。
納
税
通
知

３１
書
は
５
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
の

で
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

金
融
機
関
ま
た
は
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
出
張
所
で
お

納
め
く
だ
さ
い
。

　

※
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者

ま
た
は
常
時
介
護
者
で
、
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
納
期

限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
書
を
課

税
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
る

方
で
、
軽
自
動
車
の
使
用
実
態
に

か
か
る
報
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

は
、
引
き
続
き
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
市
民
税
係
�

（
内
線
２
３
３
１
・
２
３
３
２
）
へ
。

お忘れなく！
軽自動車税の
納期限は

５月３１日です

前
９
時
〜
午
後
５
時
に
、
本
人
が

直
接
職
員
課
（
市
役
所
４
階
）
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
【
試
験
日
】
５
月　

日
（
日
）

２３

　

詳
し
く
は
同
課
人
事
給
与
係
�

　

・
７
７
１
６
へ
。

７０
 　

【
勤
務
内
容
】
市
職
員
の
健
康

相
談
業
務
等

　
【
勤
務
時
間
】
月　

日
以
内
の

１６

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時　

分
１５

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

　
【
勤
務
場
所
】
市
役
所
本
庁
舎

　
【
雇
用
期
間
】
６
月
１
日
〜　
１７

年
３
月　

日
（
以
降
継
続
の
場
合

３１

あ
り
。
相
談
に
応
じ
ま
す
）

　
【
報
酬
】
当
市
規
定
に
よ
る（
交

非

常

勤

嘱

託

員

（
保　

健　

師
）

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
募
集
人
員
】
１
名

　
【
応
募
資
格
】
保
健
師
の
資
格

を
有
し
、
保
健
師
実
務
経
験　

年
１０

以
上
の
方

　
【
応
募
方
法
】
５
月
６
日
（
木
）

〜　

日
（
木
）
の
午
前
８
時
半
〜

２０
午
後
５
時
に
市
販
の
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
を
職
員
課
（
市
役
所
４

階
）
ま
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
同
課
研
修
福
利
係
�

　

・
７
７
１
６
へ
。

７０
市
立
保
育
園
の
パ
ー
ト
・

臨

時

保

育

士

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の

パ
ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
･
育
休

･
病
休
等
の
代
替
と
し
て
の
臨
時

保
育
士
の
登
録
を
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時

間
は
午
前
７
時
〜
８
時
半
と
午

後
５
時
〜
６
時
半
（
し
ん
か
わ

保
育
園
、
ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、

は
く
さ
ん
保
育
園
は
午
後
７
時
ま

で
）。賃
金
は
１
時
間
当
た
り
１
０

１
０
円

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　

※
①
②
と
も
有
資
格
の
方
。

　
【
応
募
方
法
】
履
歴
書（
写
真
添

付
）
を
保
育
課
（
市
役
所
１
階
）

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
制

の
た
め
履
歴
書
は
お
返
し
し
ま
せ

ん
　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
�

　

・
７
７
４
５
へ
。

７０

お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
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す
る
民
間
奉
仕
者
で
す
。
ま
た
、

児
童
委
員
も
兼
ね
て
い
て
、
児
童

相
談
所
な
ど
と
協
力
し
て
児
童
福

祉
の
向
上
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ

と
を
専
門
的
に
担
当
す
る
主
任
児

童
委
員
は
、
区
域
を
担
当
す
る
児

童
委
員
と
一
体
と
な
っ
て
、
児
童

福
祉
分
野
で
の
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
仕
事

は
、
普
段
か
ら
地
域
の
皆
さ
ん
の

諸
問
題
や
要
望
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と
の

相
談
に
応
じ
て
、
適
切
な
指
導
・

助
言
を
行
う
ほ
か
、
福
祉
関
係
機

関
や
施
設
と
の
調
整
な
ど
、
そ
の

役
割
は
福
祉
全
般
に
わ
た
っ
て
い

ま
す
。

　

市
内
に
は
、　

名
の
民
生
委
員
・

７４

児
童
委
員
と
６
名
の
主
任
児

童
委
員
が
、
ま
ち
の
身

近
な
相
談
役
と
し
て
、

ま
た
、市
民
と
行
政

を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ

役
と
し
て
、地
域
福

祉
の
最
前
線
で
活

躍
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
少
子
・
高
齢
化

や
家
族
形
態
の
変
化
な
ど
、
福
祉

ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
る
中
、

地
域
住
民
の
社
会
福
祉
へ
の
関
心

を
高
め
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
の
参
加
を
促
進
す
る
働
き

か
け
な
ど
、
市
民
福
祉
の
向
上
に

向
け
て
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま

す
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
職

務
上
知
り
得
た
秘
密
を
守
る
よ
う

法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

 　

民
生
委
員
制
度
は
、
大
正
６
年

５
月　

日
に
岡
山
県
で
生
ま
れ
た

１２

「
済
世
顧
問
制
度
」に
端
を
発
し
昭

和　

年
に
現
行
制
度
が
で
き
ま
し

２３
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
毎
年
５

月　

日
を
「
民
生
委
員
・
児

１２
童
委
員
の
日
」
と
定

め
、
地
域
の
方
々

の
理
解
と
協
力

の
も
と
に
一
層

活
動
を
強
化
し
、

地
域
福
祉
を
推
進

し
よ
う
と
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
役
割

に
つ
い
て
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
ま

す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
庶
務
係

�　

・
７
７
４
１
へ
。

７０ ５
月　

日
は

１２

　
　
民
生
委
員
・

　
　
児
童
委
員
の
日

か
」
約　

分
。
映
画
「
ア
イ
・
ラ

７０

ヴ
・
ピ
ー
ス
」
約
１
１
８
分

　
【
入
場
料
】
無
料

　

携
帯
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
ア
ダ
ル
ト
情
報
に
つ
い
て

全
く
利
用
し
て
い
な
い
人
、
ま

た
間
違
っ
て
ア
ク
セ
ス
し
て
し

ま
っ
た
人
に
対
し
て
、
過
大
な

支
払
請
求
を
行
う
不
当
請
求

（
架
空
請
求
）が
急
激
に
増
え
て

い
ま
す
。

　

不
当
請
求
の
内
容
は
、
携
帯

電
話
や
ハ
ガ
キ
・
封
書
に
よ
り
、

債
権
回
収
業
者
を
か
た
っ
て

「
有
料
情
報
の
利
用
料
金
」の
請

求
や
「
債
権
譲
渡
を
受
け
た
」

な
ど
と
し
て
架
空
の
債
権
を
請

求
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
請
求
を
受
け
た

場
合
は
次
の
通
り
対
処
し
て
く

だ
さ
い
。

　

①
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
は

絶
対
に
支
払
わ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い

　

②
不
用
意
に
相
手
方
に
連
絡

し
た
り
、
氏
名
や
電
話
番
号
な

ど
の
個
人
情
報
を
伝
え
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う

　

③
単
に
ア
ク
セ
ス
し
た
だ
け

で
は
契
約
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

不
当
な
請
求
に
は
応
じ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん

　

④
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
の
連
絡

に
は
、
簡
単
に
応
じ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
脅
か
さ
れ
て

も
無
視
し
ま
し
ょ
う

　

相
談
は
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

�　

・
４
５
０
５
、
ま
た
は
東

７３
京
都
消
費
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

�　

・
３
２
３
５
・
１
１
５
５
へ
。

０３

　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課
庶
務

係
�　

・
７
７
１
４
へ
。

７０

　この週間は、行政相談制度についてのＰＲと関係行事を積極的

に実施し、広く市民の皆さんにこの制度を利用していただくため

に設けているものです。

　行政と住民とのパイプ役として総務大臣から委嘱された「行政

相談委員」が下記の通り行政相談を行います。役所の仕事などに

ついて、「説明が納得できない」「処理が間違っている」などの苦

情や意見・要望を積極的に受け付けますので、ご利用ください。

　【日時】５月１２日（水）午後１時～３時（予約不要）
　【会場】市役所２階相談室
　【相談内容】年金・保険、道路、河川、郵便、登記、福祉など
行政全般

　上記以外でも定例相談日（奇数月の第２水曜日）に、行政相談

を実施しています。行政相談委員は、電話での相談も受け付けま

す。お気軽にご利用ください。相談は無料です。

　市の「行政相談委員」は次の方です。新藤智子�２２・２２８６▽栄

田征子�７１・２４１６▽當麻好雄�７３・７４３０　

　このほか、下記の窓口でも相談を受け付けていますので、どう

ぞご利用ください。

　▼総務省東京行政評価事務所の「行政苦情１１０番」（�０５７０・

０９０１１０、ファクス０３・５３３１・１７６１）

　▼総務省のホームページ（アドレス＝http://www.soumu.go.jp/）

　▼東京総合行政相談所（�０３・３９８７・０２２９、西武百貨店池袋店

内、休業日を除く毎日受け付け）

　　詳しくは広報課広聴担当�７０・７７０８へ。
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憲
法
週
間
に
ち
な
ん
で
、
東
京

都
・
東
京
法
務
局
・
品
川
区
・
東

京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
主

催
で
人
権
問
題
の
正
し
い
理
解
と

認
識
を
深
め
る
た
め
、「
講
演
と
映

画
の
集
い
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
５
月　

日
（
月
）
午
後

１０

１
時
半
〜
５
時

　
【
会
場
】
き
ゅ
り
あ
ん（
品
川
区

立
総
合
区
民
会
館
�　

・
５
４
７

０３

９
・
４
１
０
０
）
大
ホ
ー
ル
、
品

川
区
東
大
井
５
ノ　

ノ
１
、　

京

１８

JR

浜
東
北
線
・
東
急
大
井
町
線
・
り

ん
か
い
線
大
井
町
駅
下
車

　
【
内
容
】
落
語
家
の
桂
才
賀
氏

の
講
演
「
少
年
院
面
接
委
員
が
語

る
現
代
青
少
年
の
心
〜
今
、
社
会

は
子
ど
も
た
ち
に
何
を
す
べ
き

講
演
と

映
画
の

集　

い

不
当
請
求
に
よ
る

被
害
が
急
増
し
て
い
ま
す

憲法週間行事
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